
議案第７５号別紙 

 

 

 

 

専    決    処    分    書 

 

 

 

令和２年度小千谷市一般会計予算の補正（第５号）を、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和２年７月２２日 

 

小千谷市長  大 塚 昇 一    

 

 

 

令和２年度小千谷市一般会計補正予算（第５号）について 

 

  令和２年度小千谷市一般会計予算を、別紙のとおり補正する。 

 





別 紙 

 

 

 

令和２年度 小千谷市一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 令和２年度小千谷市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 222,281 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,989,653 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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給　与　費　明　細　書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

ア　総　括

380
(6)
380
(6)

 ※1.（　）内は短時間勤務職員数を外書きしたものです
 ※2.職員手当に児童手当は含まれません

区 分 扶 養 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時間外勤務
手 当

夜 間 勤 務
手 当

補 正 後 41,858 552 658 85,662 6,980

補 正 前 41,858 552 658 85,508 6,980

比 較 154

区 分
管理職員特
別勤務手当

期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒冷地手当 退 職 手 当

補 正 後 623 300,827 214,710 26,628 154,758

補 正 前 623 300,827 214,710 26,628 154,758

比 較

(2) 会計年度任用職員

　総　括

549,182 641,116
(62,985) (62,985)
549,182 641,116

(62,738) (62,738)

(247) (247)
 ※（　）内は日々雇用職員分を外書きしたものです

単位：千円

区 分 期 末 手 当

補 正 後 78,603

補 正 前 78,603

比 較

単位：千円

154

2,675,921

補 正 前 2,234,645 441,122 2,675,767

備　　考
（人） 給　料 職員手当 計

補 正 後 2,234,799 441,1221,323,814

1,323,814

910,985

910,831

通 勤 手 当

17,381

17,381

15,584

２　一 般 職

単位：千円

区　　分
職 員 数 給　　　与　　　費

共 済 費 合　　計

15,584

比 較 154154

住 居 手 当

増 減 事 由 別 内 訳 説　　　明 備　　　考

単位：千円

単位：千円

給　　　与　　　費
共 済 費 合　　計 備　　考

報　酬 給　料 職員手当 計

管理職手当
休 日 勤 務
手 当

29,537

29,537

15,227

15,227
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区　　分 増 減 額

補 正 前

比 較

職

員

手

当

の

内

訳

区　　分
職 員 数

（人）

(247)

78,603

78,603 91,934
(62,738)

91,934

給与改定に
伴う増減分

イ　給料及び職員手当の増減額の明細

補 正 後 283

283

470,579
(62,985)
470,579

職
員
手
当
の
内
訳

制度改正に
伴う増減分

そ の 他 の
増 減 分

昇給に伴う
増 加 分

給 料

そ の 他 の
増 減 分

職 員 手 当 154

時間外勤務手当の増154


